
＜正誤表＞

2018年 8月号（vol03 No01） 特集 2  P31 図表 3（下部の矢印）に誤りがございました。以下に訂正しお詫び申し上げます。
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図１：労働安全衛生法における新規化学物質の製造(輸

入)届出の件数の推移 
 
また、少量新規化学物質の確認物質数は平成 27 年

の一年間で17,367となっているii)。 
 
2.2 化審法における新規化学物質の事前届出の状況 
図２は化審法における平成20年度から平成28年度

までの新規化学物質の製造･輸入届出及び低生産量新

規化学物質の特例申出の件数の推移を示しているiii)。 
 

 
 
図２：化審法における新規化学物質の製造･輸入届出の

件数の推移 
 
新規化学物質の製造･輸入届出の数は毎年約 500～

700 件である。また少量新規化学物質の申出数は平成

28年度において35,848件である iii)。 

後述するように、両法の新規化学物質事前届出制度

は単純に比較することはできないが、化審法における

少量新規化学物質の申出数から考えると、労働安全衛

生法における新規化学物質の確認申請件数は少し少な

すぎるように感じられる。 
 
３．労働安全衛生法における事前届出制度 
3.1 事前審査制度の流れ 
図３に、労働安全衛生法における事前届出の流れ図

を示している。本節の説明は、原則としてこの流れ図

に従って行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３：新規化学物質事前審査の流れ図 
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No Yes 

労働安全衛生法に定める化学物質

に該当するか 

基準に定める試験研究のための製

造･輸入か 

製品、機械に密閉の物、サンプルの輸

入で、一定の条件に合致するか. 

労働安全衛生法に定める既存化学

物質に該当するか 

労働者が当該物質にさらされないた

めの一定の要件を満たしているか 

海外で既に有害性がない等の知見

が得られているか 

予定される年間製造･輸入量が 
100 kg以下であるか 

確
認
申
請 新規化学物質製造(輸入)届出 

図表 3　新規化学物質事前届出の流れ図

3 
 

 
図１：労働安全衛生法における新規化学物質の製造(輸

入)届出の件数の推移 
 
また、少量新規化学物質の確認物質数は平成 27 年

の一年間で17,367となっているii)。 
 
2.2 化審法における新規化学物質の事前届出の状況 
図２は化審法における平成20年度から平成28年度

までの新規化学物質の製造･輸入届出及び低生産量新

規化学物質の特例申出の件数の推移を示しているiii)。 
 

 
 
図２：化審法における新規化学物質の製造･輸入届出の

件数の推移 
 
新規化学物質の製造･輸入届出の数は毎年約 500～

700 件である。また少量新規化学物質の申出数は平成

28年度において35,848件である iii)。 

後述するように、両法の新規化学物質事前届出制度

は単純に比較することはできないが、化審法における

少量新規化学物質の申出数から考えると、労働安全衛

生法における新規化学物質の確認申請件数は少し少な

すぎるように感じられる。 
 
３．労働安全衛生法における事前届出制度 
3.1 事前審査制度の流れ 
図３に、労働安全衛生法における事前届出の流れ図

を示している。本節の説明は、原則としてこの流れ図

に従って行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３：新規化学物質事前審査の流れ図 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

届
出
の
必
要
な
し 

大
臣
宛
て
確
認
申
請 

少
量
新
規
化
学
物
質 

 

 

No Yes 

労働安全衛生法に定める化学物質

に該当するか 

基準に定める試験研究のための製

造･輸入か 

製品、機械に密閉の物、サンプルの輸

入で、一定の条件に合致するか. 

労働安全衛生法に定める既存化学

物質に該当するか 

労働者が当該物質にさらされないた

めの一定の要件を満たしているか 

海外で既に有害性がない等の知見

が得られているか 

予定される年間製造･輸入量が 
100 kg以下であるか 

確
認
申
請 新規化学物質製造(輸入)届出 

図表 3　新規化学物質事前届出の流れ図

3 
 

 
図１：労働安全衛生法における新規化学物質の製造(輸

入)届出の件数の推移 
 
また、少量新規化学物質の確認物質数は平成 27 年

の一年間で17,367となっているii)。 
 
2.2 化審法における新規化学物質の事前届出の状況 
図２は化審法における平成20年度から平成28年度

までの新規化学物質の製造･輸入届出及び低生産量新

規化学物質の特例申出の件数の推移を示しているiii)。 
 

 
 
図２：化審法における新規化学物質の製造･輸入届出の

件数の推移 
 
新規化学物質の製造･輸入届出の数は毎年約 500～

700 件である。また少量新規化学物質の申出数は平成

28年度において35,848件である iii)。 

後述するように、両法の新規化学物質事前届出制度

は単純に比較することはできないが、化審法における

少量新規化学物質の申出数から考えると、労働安全衛

生法における新規化学物質の確認申請件数は少し少な

すぎるように感じられる。 
 
３．労働安全衛生法における事前届出制度 
3.1 事前審査制度の流れ 
図３に、労働安全衛生法における事前届出の流れ図

を示している。本節の説明は、原則としてこの流れ図

に従って行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３：新規化学物質事前審査の流れ図 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

届
出
の
必
要
な
し 

大
臣
宛
て
確
認
申
請 

少
量
新
規
化
学
物
質 

 

 

No Yes 

労働安全衛生法に定める化学物質

に該当するか 

基準に定める試験研究のための製

造･輸入か 

製品、機械に密閉の物、サンプルの輸

入で、一定の条件に合致するか. 

労働安全衛生法に定める既存化学

物質に該当するか 

労働者が当該物質にさらされないた

めの一定の要件を満たしているか 

海外で既に有害性がない等の知見

が得られているか 

予定される年間製造･輸入量が 
100 kg以下であるか 

確
認
申
請 新規化学物質製造(輸入)届出 

（正） （誤）


